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1 改正の理由

本市の職員に係る人事評価の結果を昇給に活用することに伴い、当該昇給に係る勤務成

績の対象となる期間を人事評価の評価期間と同じ期間に見直そうとするもの。

一般職の職員の給与に関する条例の改正の概要

2 改正の内容

人事評価の結果を翌年度の1月1日に行う昇給へ活用するため、当該昇給に係る勤務成

績の対象となる期間を1月1日~12月31日の1年間から、人事評価の評価期間である

4月1日~翌年3月31日までの1年問に改めようとするもの。

また、国の制度に準じ、人事評価期間終了日の翌日である4月1日から昇給日の前日の

12月31日までの期間を「特定期間」として定め、この期間に懲戒処分等があった場合

も、当該結果を直近の昇給に反映しょうとするもの。
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廖三三劃人事評価制度にっいて

1 人事評価の入及び目的

地方公務員法により、人事評価は任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするた

めに、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行

われる勤務成績の評価として明確に定義され、公務においても能力・実績に基づく人事

管理の徹底が求められている。

《目的》

1 人材育成

職員の強み・弱みを把握して能力開発を促進する。

2 組織力の向上

職員の意欲を高め、組織全体の士気高揚を図り活力ある職場風土をつくることにより

事務効率を向上させ、市政全体の成果向上を目指す。

能力・実績に基づく人事管理(任用、給与、分限その他)の推進

職員個々の能力・適性や実績等を的確に把握し、適材適所の人員配置やメリハリのあ

る給与処遇を実現する。

2 人 評価制度と給与等への活用

人事評価制度

職員がその職務を遂行するに当たり

発揮した能力
(倫理、説明力、企画力、育成力等)

【S~Dの5段階評価】

力評価

職員がその職務を遂行するに当たり

挙げた業績
(目標設定と達成度)

【S~Dの5段階評価】

業績価

給与等への活用

人事異動・分限

昇給・研修等
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人評価結果と活用に係る昇給区分

昇給日以前における直近の能力評価及び業績評価の結果並びに勤務状況に基づいて昇給

区分を決定する。
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般職の職員の給与に関する条例

(昭和26年長崎市条例第Ⅱ3号)

(給料)

第3条略

第4条略

第5条略

2略

3 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年

間における当該職員の勤務成績に応じて、行うも

のとする。

現 1テ

般職の職員の給与に関する条例新旧対照表

0一般職の職員の給与に関する条例

(昭和26年長崎市条例第Ⅱ3号)

様合料)

第3条略

第4条略

第5条略

2略

3 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前にお

いて市長が定める且以前1年間における当該職員

の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合

を'ーう日の 1日まにおいて、同日の翌日から

での占に当該職が法第29 の規定による懲戒

を受けたことその他これにずるものとして

長が定める由に該当したときは、これらの事

4 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受

ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇

給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給

数は、回虫に規定する期間の全部を良好な成績で

勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給

料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以

上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受

ける職員でその職務の級がこれに相当するものと

して市長が定める職員にあっては、 3号給)とす

ることを標準として市長が定める基準に従い決定

するものとする。

改正案

5 55歳(医療職給料表①の適用を受ける職員

にあっては、 57歳)に達した職員に関するその

達した日後の最初の4月1日以降における第3項

の規定による昇給は、同項に規定する期問におけ

る当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限

り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数

は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決

定するものとする。

由をイせて

4 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受

ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇

給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給

数は、前項前段に規定する期問の全部を良好な成

績で勤務し、かつ、同'の規定の'用を受け

ない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表

の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上で

あるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける

職員でその職務の級がこれに相当するものとして

市長が定める職員にあっては、 3号給)とするこ

とを標準として市長が定める基準に従い決定する

ものとする。

5 55歳(医療職給料表 a)の適用を受ける職員

にあっては、 57歳)に達した職員に関するその

達した日後の最初の4月1日以降における第3項

の規定による昇給は、同項に規定する期間におけ

る当該職員の勤務成績が特に良好である場合に該

当し、かつ、百項'の規定の'をけない

合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の

号給数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に

従い決定するものとする。

6~10 略

するものとする

6~10 略


